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１．１．EDINETEDINET再構築の概要再構築の概要
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金融庁では、有価証券報告書等に関する業務の業務・システム最適化計画
に基づき、EDINET再構築に係る設計・開発を実施しています。

● システム運用効率の向上

システム構成等の見直しによる運用効率の向上

●● システム運用効率の向上システム運用効率の向上

システム構成等の見直しによる運用効率の向上

● セキュリティの強化

電子証明書の活用による認証機能等の拡充

●● セキュリティの強化セキュリティの強化

電子証明書の活用による認証機能等の拡充

● XBRL導入による高度な情報再利用の実現

直接加工・分析が可能な開示情報の提供

他業務における開示情報の有効活用

●● XBRLXBRL導入による高度な情報再利用の実現導入による高度な情報再利用の実現

直接加工・分析が可能な開示情報の提供

他業務における開示情報の有効活用

● 業務改善、システム機能改善・強化に伴う利便性の向上

機能改善、ガイダンスの充実等による開示書類等提出者の利便性向上

多様な利用者環境へ対応することによる利便性の向上

●● 業務改善、システム機能改善・強化に伴う利便性の向上業務改善、システム機能改善・強化に伴う利便性の向上

機能改善、ガイダンスの充実等による開示書類等提出者の利便性向上

多様な利用者環境へ対応することによる利便性の向上

１－１－１１．．EDINETEDINET再構築の実施内容再構築の実施内容
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１－２．１－２．EDINETEDINET再構築の作業計画再構築の作業計画

平成18年度 平成19年度 平成20年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

本番稼動（平成20年4月予定）

パイロット・プログラム
（平成19年7月～8月）

提出者
事前登録

システム・タクソノミ開発

再構築のスケジュールについては、以下を予定しております。

新EDINET  平成２０年４月より稼動

XBRLによる提出 平成２０年度より原則適用
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– 情報の再利用が困難であるため、投資家等は財務情報を分析等で
使用するためには転記・再入力が必要

再入力

現行EDINET

HTML 

提出会社 投資家等

閲覧 分析

– XBRLの導入により情報の再利用が容易となり、投資家等は効率的

に財務情報の分析等が可能

新EDINET

XBRL
閲覧用情報

（HTML）

XBRL

提出会社 投資家等

閲覧

分析

HTML 

１－１－３３．．EDINETEDINETへのへのXBRLXBRL導入の概要導入の概要

現行EDINET 

新EDINET 
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再構築において、XBRLの導入により期待される効果は、以下の通りです。

１－４．１－４．XBRLXBRL導入の効果導入の効果

• 多様な財務報告業務がXBRLへ対応するこ

とで、書類作成の効率化が可能となる。

• 社内システム等より財務書類を容易に作成
することが可能となる。

• 財務情報の整合性チェック等が容易となる。

• 英語等での情報開示が容易となる。

• 情報を分析システム等に取
り込むことが容易になり、投
資判断等に必要な分析作業
の効率化や事務負担の軽減
が可能となる。

• より広範に財務情報を利用
することが可能となる。

提出者 投資家等

• 審査等の作業においてXBRLデータを直接取り込むことによ
り、転記・入力時に発生するミスの防止、作業の削減をするこ
とができる。

• 勘定項目間の整合性チェック、分析等の作業が軽減される。

監督機関
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原則としてEDINETタクソノミに用意された勘定科目を使用すること

になります。

XBRLによる開示書類を作成する環境が必要となります。

従来の開示書類にはない情報を設定する必要が生じます。

EDINETにて自動生成された財務諸表の表示内容を確認する作

業が重要となります。

財務諸表の見た目が従来のものから変更となります。

１－５．１－５．XBRLXBRL導入による主な導入による主な実務の実務の変更点変更点

① EDINETタクソノミ（電子的雛形）の利用

② XBRLデータの作成

③ 財務諸表の表示
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２．パイロット・プログラムの概要２．パイロット・プログラムの概要
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２－１．パイロット・プログラムの実施目的２－１．パイロット・プログラムの実施目的

① XBRL導入に向けた提出環境整備の促進① XBRL導入に向けた提出環境整備の促進

② 新システムへの円滑な移行に向けた操作手順の確認② 新システムへの円滑な移行に向けた操作手順の確認

EDINET再構築に係るパイロット・プログラムの実施目的は、

以下の通りです。
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２－２．パイロット・プログラムの実施概要（１）２－２．パイロット・プログラムの実施概要（１）

① 対象書類① 対象書類

パイロット・プログラムにおいては、新EDINETによる開示書類

等の作成・提出の一連の作業を行なっていただくこととなります。

パイロット・プログラムの実施概要は、以下の通りです。

② 対象年度② 対象年度

パイロット・プログラムにおける書類の対象年度は、以下の通りです。

・現行EDINETに提出済みのもの

・平成18年5月1日以後終了の会計期間に係るもの

パイロット・プログラムにおいて作成・提出対象となる書類は、以下の通りです。

・「有価証券報告書」、「半期報告書」の両方、又は、いずれか
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２－２．パイロット・プログラムの実施概要（２）２－２．パイロット・プログラムの実施概要（２）

③ 対象様式③ 対象様式

法令名 様式

第三号様式 有価証券報告書

第五号様式 半期報告書

第七号様式 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）

第七号の三様式 有価証券報告書（内国投資証券）

第八号の二様式 有価証券報告書（内国資産流動化証券）

第九号の二様式 有価証券報告書（内国組合契約出資持分）

第十号様式 半期報告書（内国投資信託受益証券）

特定有価証券の内
容等の開示に関す
る内閣府令

企業内容等の開示
に関する内閣府令

※ 上記書類の訂正報告書については、提出対象外とする。

※ 監査報告書、添付書類の提出は、任意とする。

※ 上記様式以外の提出者は、上記いずれかの様式にて提出することとする。

パイロット・プログラムにおいて作成・提出の対象となる様式は、以下の通りです。
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２－２．パイロット・プログラムの実施概要（３）２－２．パイロット・プログラムの実施概要（３）

④ XBRL化対象範囲④ XBRL化対象範囲

※ 財務諸表本体部分以外（注記、附属明細表等）は、従来通りHTML形式です。

※ XBRL化対象範囲の詳細は、

「パイロット・プログラム参加の手引き 別表1．様式別XBRL化対象範囲」を参照

して下さい。

XBRL化対象範囲

（連結）貸借対照表

（連結）損益計算書

（連結）株主資本等変動計算書

（連結）キャッシュ・フロー計算書

パイロット・プログラムにおいて、XBRL形式で作成・提出する範囲は、以下の

通りです。
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２－２．パイロット・プログラムの実施概要（４）２－２．パイロット・プログラムの実施概要（４）

⑤ ファイル形式⑤ ファイル形式

提出書類のファイル形式については、

「提出書類ファイル仕様書」を参照してください。

⑥ 推奨端末⑥ 推奨端末

パイロット・プログラムにおける推奨端末仕様は、

「提出者用端末要件」を参照してください。
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２－３．パイロット・プログラムの実施スケジュール２－３．パイロット・プログラムの実施スケジュール

パイロット・プログラムのスケジュールは、以下の通りです。

2007年

7月 8月 9月4月 5月 6月

参加申込み受付期間

説明会
開催期間

提出書類の受付期間

提出書類作成期間

ヘルプデスク開設期間

説明会受付期間

2007年

7月 8月 9月4月 5月 6月

参加申込み受付期間

説明会
開催期間

提出書類の受付期間

提出書類作成期間

ヘルプデスク開設期間

説明会受付期間
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２－４．パイロット・プログラムにおける作業の流れ２－４．パイロット・プログラムにおける作業の流れ

EDINET（パイロット・システム）EDINET（パイロット・システム）提出会社提出会社

Ⅰ 流動資産

現金及び預金

売掛金

その他流動資産

Ⅱ 固定資産

1 有形固定資産

土地

2 無形固定資産

3 その他の投資

資産の部

ＥＤＩＮＥＴ

タクソノミ

勘定科目

リスト

各社の開示

1【連結財務諸表等】
(1）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
(単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度
（平成18年3月31日）（平成19年3月31日）

資産の部
流動資産

現金及び預金 123,456   234,567
受取手形 345,678 123,456

1【連結財務諸表等】
(1）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
(単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度
（平成18年3月31日）（平成19年3月31日）

資産の部
流動資産

現金及び預金 123,456   234,567
受取手形 345,678 123,456

システム生成システム生成

ＥＤＩＮＥＴ

タクソノミ

勘定科目

リスト

企業別

タクソノミ

報告書

インスタンス

HTML 

財務諸表

以外

企業別

タクソノミ

報告書

インスタンス

HTML

財務諸表

以外

HTML 

財務諸表

HTML 

財務諸表

以外

HTML 

財務諸表

ダウンロードダウンロード
①勘定科目

選定

①勘定科目
選定

③報告書インス
タンスの作成

③報告書インス
タンスの作成

⑤書類提出
(ﾛｸﾞｲﾝ～仮登録) 

⑤書類提出
(ﾛｸﾞｲﾝ～仮登録) 

⑥書類内容
の確認

⑥書類内容
の確認

⑦書類提出
（本登録）

⑦書類提出
（本登録）

②企業別タクソ
ノミ の作成

②企業別タクソ
ノミ の作成

④HTMLファ
イルの作成

④HTMLファ
イルの作成
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２－５．パイロット・プログラムにおける作業手順（１）２－５．パイロット・プログラムにおける作業手順（１）

区分 Step 作業項目 作業内容

1

2

財
務
諸
表
部
分
の
作
成

3

作成した企業別タクソノミをもとに、金額等の情
報を設定した報告書インスタンスを作成し、財務
諸表部分を完成させます。

【参照: ３－３ 報告書インスタンスの作成】

ＥＤＩＮＥＴタクソノミについて理解し、各社の開示
内容をもとにＥＤＩＮＥＴタクソノミから勘定科目を
選定します。

【参照: ３－１ 勘定科目の選定】

選定した勘定科目をもとに、各社用の財務諸表
の雛形である企業別タクソノミを作成します。

【参照: ３－２ 企業別タクソノミの作成 】

勘定科目の選定勘定科目の選定

企業別タクソノミ
の作成

企業別タクソノミ
の作成

報告書インスタンス
の作成

報告書インスタンス
の作成

パイロット・プログラムにおける作業の概要を示します。

（１）財務諸表部分の作成
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２－５．パイロット・プログラムにおける作業手順（２）２－５．パイロット・プログラムにおける作業手順（２）

区分 Step 作業項目 作業内容

4
提出書類のうち、財務諸表部分以外のHTML
形式で作成します。

【参照: ４－１ HTMLファイルの作成】

財
務
諸
表
部
分
以
外
の
作
成

～

書
類
提
出

5

6

7
内容確認を行った提出書類を本登録し、提出
を確定します。

【参照: ４－４ 書類提出（本登録） 】

パイロット・システムにログインし、作成した書
類一式を提出（仮登録）します。

【参照: ４－２ 書類提出（ログイン～仮登録） 】

仮登録を行った提出書類の内容を確認します。

【参照: ４－３ 書類内容の確認】

書類提出
（ログイン～仮登録）

書類提出
（ログイン～仮登録）

書類内容の確認書類内容の確認

HTMLファイル
の作成

HTMLファイル
の作成

※提出された書類については、一般公開されません。

書類提出
（本登録）

書類提出
（本登録）

（２）財務諸表部分以外の作成から書類提出
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３．財務諸表部分の作成３．財務諸表部分の作成



パイロット・プログラム説明会資料

３－１．勘定科目の選定３－１．勘定科目の選定
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資産の部

流動資産

現金及び預金

売掛金

その他流動資産

固定資産

有形固定資産

土地

無形固定資産

その他の投資

資産の部

流動資産 122,000

現金及び預金 11,000

売掛金 67,000

その他流動資産 44,000

固定資産 234,000

有形固定資産 200,000

土地 200,000

無形固定資産 23,000

その他の投資 11,000

インスタンス ＝ 財務報告内容インスタンスインスタンス ＝＝ 財務報告内容財務報告内容タクソノミ ＝ 財務諸表の標準的雛形タクソノミタクソノミ ＝＝ 財務財務諸表諸表のの標準的標準的雛形雛形

XBRLとは、財務情報を効率的に作成・流通・利用できるよう、国際的に標準化されたコンピュータ
言語です。XBRLでは財務財務諸表諸表のの標準的標準的雛形雛形である「タクソノミ」を基に、財務報告内容そのものを表
わす「インスタンス」を作成します。

各項目に多種の情報が設定されていま
す。タクソノミは金額情報等のデータを
持っていません。

各項目に金額情報等が入力されていま
す。タクソノミを基にしてインスタンスを作
成します。

３３－１．１－１．１ EDINETEDINETタクソノミ概要タクソノミ概要
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財務財務諸表諸表のの標準的標準的雛形雛形であるタクソノミに含まれる各項目には、下図に示すような多種の情報が
設定されています。EDINETタクソノミに用意されている各開示項目に対しても同様に各種情報が

設定されています。

流動資産

現金及び預金

売掛金

その他流動資産

固定資産

有形固定資産

土地

無形固定資産

その他の投資

ID 日本語
表示名

英語
表示名

表示順
・

表示
階層

加減算
関係

根拠
条文

貸借
区分

期間
・

時点
区分

その他

３－１．２３－１．２ タクソノミが保持する情報量タクソノミが保持する情報量

jpfr-t-cte-CashAndDepositsjpfr-t-cte-CashAndDeposits 流動資産合計に加算流動資産合計に加算

親子
関係

時点時点

Cash and depositsCash and deposits

現金及び預金現金及び預金

借方借方

流動資産の内訳科目流動資産の内訳科目

内閣府 財務諸表等規則
2006年12月26日公布

内閣府 財務諸表等規則
2006年12月26日公布

流動資産の内訳の1番目に表示流動資産の内訳の1番目に表示
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EDINETで扱うタクソノミには、金融庁が提供する標準的雛形である「EDINETタクソノ
ミ」と、EDINETタクソノミをベースとして提出会社が作成する各社用の雛形である「企業
別タクソノミ」があります。

EDINETで扱うタクソノミには、金融庁が提供する標準的雛形である「EDINETタクソノ
ミ」と、EDINETタクソノミをベースとして提出会社が作成する各社用の雛形である「企業
別タクソノミ」があります。

３－１．３３－１．３ EDINETEDINETタクソノミと企業別タクソノミタクソノミと企業別タクソノミ

EDINETタクソノミは、財務諸表等規則、各種会計基準等に基づく勘定科目及び、
広く一般的に使用されている勘定科目が設定された標準的雛形です。

EDINETタクソノミは、財務諸表等規則、各種会計基準等に基づく勘定科目及び、
広く一般的に使用されている勘定科目が設定された標準的雛形です。

企業別タクソノミは、提出会社が必ず作成するタクソノミです。
EDINETタクソノミをベースとして、各提出会社の報告書の開示実態にあわせるた
めの設定を行ないます。

企業別タクソノミは、提出会社が必ず作成するタクソノミです。
EDINETタクソノミをベースとして、各提出会社の報告書の開示実態にあわせるた
めの設定を行ないます。

EDINETタクソノミEDINETEDINETタクソノミタクソノミ

企業別タクソノミ企業別タクソノミ企業別タクソノミ



- 22 -パイロット・プログラム説明会資料

各提出会社は、原則としてEDINETタクソノミに用意されている勘定科目を利用し
て財務諸表を作成します。

但し、EDINETタクソノミに適切な勘定科目がない場合には、企業別タクソノミにお
いて新規に勘定科目を追加することも可能です。

各提出会社は、原則としてEDINETタクソノミに用意されている勘定科目を利用し
て財務諸表を作成します。

但し、EDINETタクソノミに適切な勘定科目がない場合には、企業別タクソノミにお
いて新規に勘定科目を追加することも可能です。

３－１．４３－１．４ 勘定科目の選定勘定科目の選定
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EDINETタクソノミの項目を使用するか、新規に項目を追加するか等の判断は、 「勘定科目の取り扱いに関するガイドライン」を

参考にしてください。

３－１．５３－１．５ EDINETEDINETタクソノミと勘定科目の比較及び科目追加の判断タクソノミと勘定科目の比較及び科目追加の判断

●使用したい勘定科目が、 EDINETタクソノミ科目と同一意味の場合

使用したい勘定科目と、 EDINETタクソノミ科目との意味の差異に重要性がない場合は、 EDINETタクソノミ科目をそのま
ま使用します。

上記により、提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ･フローの状況を適切に表示できない場合、EDINETタクソノミ
の勘定科目を使用せず、開示したい勘定科目をタクソノミに追加することができます。

●使用したい勘定科目が、 EDINETタクソノミ科目よりも広い意味の場合（意味の差異に重要性がある場合）

●使用したい勘定科目が、 EDINETタクソノミ科目よりも狭い意味の場合（意味の差異に重要性がある場合）

（例） ・ 使用したい勘定科目・・・・・・・手数料収入
・ EDINETタクソノミ科目・・・・・受取手数料 ⇒ こちらを使用

（例） ・ 使用したい勘定科目・・・・・・・手数料収入
・ EDINETタクソノミ科目・・・・・受取手数料 ⇒ こちらを使用

（例） ・ 使用したい勘定科目・・・・・商品及び製品等
・ EDINETタクソノミ科目・・・商品及び製品 ⇒ こちらを使用 （「等」の部分は他の科目へ振り替え）

（例） ・ 使用したい勘定科目・・・・・商品及び製品等
・ EDINETタクソノミ科目・・・商品及び製品 ⇒ こちらを使用 （「等」の部分は他の科目へ振り替え）

（例） ・ 使用したい勘定科目・・・・～(訴訟名)和解金
・ EDINETタクソノミ科目・・・・・訴訟和解金 ⇒ こちらを使用 （「～（訴訟名）」の部分は注記により補完）

（例） ・ 使用したい勘定科目・・・・～(訴訟名)和解金
・ EDINETタクソノミ科目・・・・・訴訟和解金 ⇒ こちらを使用 （「～（訴訟名）」の部分は注記により補完）
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３－２．企業別タクソノミの作成３－２．企業別タクソノミの作成
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３－２．１３－２．１ 企業別タクソノミの作成企業別タクソノミの作成

企業別タクソノミは、以下のフローにしたがって作成します。

なお、詳細は「企業別タクソノミ作成ガイドライン」を参照して下さい。

利用するEDINETタクソノミ
の決定

企業別タクソノミ作成終了

勘定科目追加の
必要有無

表示順・表示階層の設定

加減算関係の設定

親子関係の設定

勘定科目追加
必要

勘定科目追加
不要

EDINETタクソノミの
設定の変更

勘定科目の新規追加

表示名の設定

１

１
3-2.2～3-2.4

3-2.5～3-2.9

3-2.6

3-2.7

3-2.8

3-2.9
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３－２．２３－２．２ 利用する利用するEDINETEDINETタクソノミの決定タクソノミの決定

利用するEDINETタクソノミは、以下のプロセスにより決定されます。

１：業種の選択
（一般商工業、建設業、・・・（略））

２：財務諸表の種類の選択
（連結／個別、年度／中間）

３：表示パターンの選択
（有形固定資産の減価償却累計額を科目別控除する方法／
有形固定資産の減価償却累計額を一括控除する方法、・・・（略））

利用するEDINETタクソノミは、以下のプロセスにより決定されます。

１：業種の選択
（一般商工業、建設業、・・・（略））

２：財務諸表の種類の選択
（連結／個別、年度／中間）

３：表示パターンの選択
（有形固定資産の減価償却累計額を科目別控除する方法／
有形固定資産の減価償却累計額を一括控除する方法、・・・（略））



- 27 -パイロット・プログラム説明会資料

No 業種

1 一般商工業

2 建設業

3 造船業

4 銀行･信託業

5 銀行･信託業(特定取引勘定設置銀行)

6 建設保証業

7 証券業

8 生命保険業

9 損害保険業

10 鉄道事業

11 海運事業

12 電気通信事業

13 電気事業

14 ガス事業

15 投資信託委託業

16 投資業

17 特定金融業

18 商品先物取引業

19 リース事業

20 投資信託受益証券

EDINETタクソノミは、財務諸表等

規則等または、別記事業等の会計
規則の別に、20種類を用意していま

す。

提出会社はこの中より準拠する規
則の業種を選択して企業別タクソノ
ミを作成します。

また、各業種のタクソノミは連結／
個別、年度／中間などの財務諸表
の種類毎に作成されており、提出会
社はその中から企業別タクソノミとし
て使用するものを選択します。

３－２．３３－２．３ 業種業種及び財務諸表の種類及び財務諸表の種類の選択の選択
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３－２．４３－２．４ 表示パターン（表示パターン（パターン別リンクベースファイルパターン別リンクベースファイル））の選択の選択

EDINETタクソノミでは、財務諸表等規則等で認められている複数の表示方法について、
それぞれに対応した表示や計算のパターンを、約1,000種類用意しています。提出会社は、

各社の表示方法に則した表示パターンを選択する必要があります。

有形固定資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

土地

建設仮勘定

その他

減価償却累計額

有形固定資産合計

有形固定資産

建物及び構築物

減価償却累計額

機械装置及び運搬具

減価償却累計額

土地

建設仮勘定

その他

減価償却累計額

有形固定資産合計

有形固定資産の減価償却累計額を
科目別控除する方法

有形固定資産の減価償却累計額を
一括控除する方法
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企業別タクソノミは、EDINETタクソノミの勘定科目を利用する場合と、 EDINETタク

ソノミの勘定科目の変更又は新規に勘定科目を追加する場合では、以下の表のように
設定内容が異なります。

３－２．５３－２．５ EDINETEDINETタクソノミの設定の変更タクソノミの設定の変更

No 設定項目 EDINETタクソノミの

勘定科目を利用する場合

EDINETタクソノミの

勘定科目の変更又は新規
に勘定科目を追加する場合

参照

１ 表示名（日・英） 設定不要（変更不可） 設定必要

設定必要

設定必要

設定推奨

２ 表示順・

表示階層

一部設定必要※

3-2.6 表示名の設
定

3-2.7表示順・表示

階層の設定

3-2.8 加減算関係
の設定

３ 加減算関係 一部設定必要※

４ 親子関係 設定不要（変更不可） 3-2.9 親子関係の

設定

※EDINETタクソノミの一部の勘定科目については、表示順・表示階層、および加減算関

係が設定されていないため、企業別タクソノミのなかで利用する場合には、設定が必要と
なります。
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３－２．６３－２．６ 表示表示名の設定名の設定

新規に勘定科目を追加する場合、表示名の設定が必須となります。

表示名は、日本語・英語両方設定する必要があります。英語の表示名の設定方法に
ついては、「勘定科目の取り扱いに関するガイドライン」を参照下さい。

No 設定する主な内容

１ EDINETでの表示名

２ 表示名を企業別タクソノミ内で

一意にするための情報

３ 表示名に関する説明事項

日本語名 英語名

A事業損失引当金 Reserve for loss on A-
business

Reserve for loss on A-
business-CL

Reserve for loss on A-
business-CL

A事業損失引当金、

流動負債

A事業損失引当金、

流動負債
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３－２．７３－２．７ 表示順・表示階層の設定表示順・表示階層の設定

有形固定資産

土地

建設仮勘定

有形固定資産合計

企業別タクソノミの中で、EDINETタクソノミを基に各提出会社にあわせた、

表示順・表示階層の設定ができます。具体的には以下の設定が可能です。

１：EDINETタクソノミの表示順を変更すること

２：新規追加の勘定科目を、任意の表示位置に設定すること

EDINETタクソノミの表示順・表示階層

有形固定資産

建物及び構築物

新規追加の勘定科目

土地

有形固定資産合計

企業別タクソノミにおける
表示順・表示階層設定の例

建物及び構築物

EDINETタクソノミに表示順・表示階層が

設定されていない科目
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３－２．８３－２．８ 加減算関係加減算関係の設定の設定

EDINETタクソノミの加減算関係

有形固定資産合計

土地

建設仮勘定

有形固定資産合計

土地

建設仮勘定

建物及び構築物

新規追加の勘定科目

企業別タクソノミにおける
加減算関係設定の例

EDINETタクソノミでは、
有形固定資産合計＝土地 ＋ 建設仮勘定

という加算関係が設定されています。

前述の表示順・表示階層の設定と同様に、企業別タクソノミの中で、
EDINETタクソノミを基に各提出会社にあわせた、加減算関係の設定ができます。

加算

加算

加算

加算

加算

加算
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３－２．９３－２．９ 親子関係の設定親子関係の設定

有形固定資産

建物及び構築物

新規追加の勘定科目

その他

有形固定資産合計

勘定科目

有形固定資産の内訳であることを定義する

親子関係の定義

上の表のように、新規に勘定科目を追加した場合は、企業別タクソノミで親子関係を
定義することを推奨しています。
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３－３．報告書インスタンスの作成３－３．報告書インスタンスの作成
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報告書インスタンスは、以下のフローにしたがって作成します。

なお、詳細は「報告書インスタンス作成ガイドライン」を参照して下さい。

３－３．１３－３．１ 報告書インスタンスの作成報告書インスタンスの作成

報告書種別の設定

企業別タクソノミの参照

会計年度、
連結／個別、期首／期末等

の定義

金額単位等の定義

金額情報等の入力

注記番号の設定

報告書インスタンス作成終了
１

１

基本情報の設定

１

２

３

４

５

６
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３－３．２３－３．２ 報告書インスタンスの設定報告書インスタンスの設定

報告書インスタンスに各種の情報を設定すると、以下のように反映されます。

報告書種別の設定

注記番号の設定

企業別タクソノミの参照

金額単位の設定

１

２

３

４

５

６ 会計年度等の設定

金額情報の設定
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４．財務諸表部分以外の作成４．財務諸表部分以外の作成

～書類提出～書類提出
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４－１．４－１．HTMLHTMLファイルの作成ファイルの作成
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４－１．１４－１．１ 様式と様式とHTMLHTMLおよびおよびXBRLXBRLの全体像の全体像

HTMLの作成範囲とXBRLの全体概要について、「企業内容等の開示に関

する内閣府令 第三号様式」を例に説明します。

【表紙】
【提出書類】

有価証券報告書

第一部【企業情報】
第1【企業の概況】

・・・・

第5【経理の状況】

・・・・

1.【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】
・・・・

⑤【連結附属明細表】
・・・・

財 務 諸 表 本体

財務諸表 以外

財務諸表 以外
（表紙）

財務諸表 以外

2.【財務諸表等】
(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】
・・・・

④【附属明細表】
(2)【主な資産及び負債の内容】
(3)【その他】

・・・・

財 務 諸 表 本体

財務諸表 以外

注記部分はHTMLにて作成

注記部分はHTMLにて作成
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４－１．２４－１．２ 提出用書類フォルダの構成提出用書類フォルダの構成

• 書類提出時のフォルダ構成は以下のとおりです。

フォルダ構成の詳細は、「提出書類ファイル仕様書」の「2 フォルダの準備」をご参照ください。

任意のフォルダ

①本文

②XBRLを提出する場合

③添付文書を提出する場合

④監査報告書を提出する場合
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４－１．３４－１．３ 本文本文HTMLHTMLファイルの命名規約ファイルの命名規約

• HTMLのファイル名は、以下の命名規約に従い、作成します。

ⓐ 目次1階層（2桁半角数字）

ⓑ 目次2階層（2桁半角数字）

ⓒ 連番（000からの3桁半角数字）

ⓓ _（アンダースコア）および任意のファイル名
（19文字以内の半角英小文字、数字）

・詳細は、「提出書類ファイル仕様書」の「3 PublicDoc」をご参照ください。
・様式HTMLをご参照ください。

XX XX XXX _任意名.htm
  

第５【経理の状況】 

 

 

 

１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

 

②【連結損益計算書】 

 

 

③【連結株主資本等変動計算書】 

 

④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

 

 

⑤【連結附属明細表】 

(2）【その他】 

 

XBRL から HTML に変換 

HTML 
0105010_keiri.htm 

 ① 0105110_XBRL.htm 

 ② 0105120_XBRL.htm 

 ③ 0105130_XBRL.htm 

 ④ 0105140_XBRL.htm 

HTML 
0105210_huzui.htm 

「110、120、130、140」は

財務諸表用
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４－１．４４－１．４ HTMLHTMLファイルの作成についてファイルの作成について

• 新EDINETにおいても、現行EDINETと同様に提出書類のHTMLファイ
ルを作成する必要があります。現行EDINETと新EDINETとの違いは以

下のとおりです。
No 変更点 現行EDINET 新EDINET
1

2

3 XBRLデータの作成 －（提出書類は全てＨＴＭＬで作成） 財務諸表本体部分（注記等を除く）はXBRLで
作成。

4 本文HTMLファイルの

命名規約

本文ファイル名は名称ソート順で表示される
ため、順番に名称を振る。

本文HTMLファイル名は「目次１階層(2桁半角
数字) +2階層(2桁半角数字) +連番(000から
の3桁半角数字)+_任意名.htm」とする。

5

6

7

8

9

提出用書類フォルダの構成 「提出トレイの作成」を行い、各フォルダが自
動生成され、作成先は固定。

各フォルダは提出者自身で作成し、作成先は
任意。

XBRLフォルダの作成 －（現行EDINETには無） XBRLデータ保存用のフォルダを作成。

表紙ファイル名 000_header.htm 0000000_header.htm

HTMLファイルのサイズ 1ファイルあたり、100KBまで。 1ファイルあたり、1MBまで。

HTMLファイルの文字コード S-JIS UTF-8
※現行EDINET用に作成したデータを使用す

る場合は文字コードの変換が必要

事前フォーマットチェック 原則オンラインチェック。専用プログラムを
ダウンロードし、オフラインにてフォーマット
チェック可能。

システムでの事前チェックを実施。また、シス
テムでの事前チェック可能時間を延長。

提出書類のサイズ合計 20MBまで（ zip圧縮前） 32MBまで（ zip圧縮後）

※zip圧縮はアップロード（送信）時にシステム
で自動的に行う
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４－２．書類提出４－２．書類提出

（ログイン～仮登録）（ログイン～仮登録）
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４－２．１４－２．１ パイロット・プログラムのログインに必要な情報についてパイロット・プログラムのログインに必要な情報について

パイロット・プログラムで配付する以下の情報は全て今回のパイロット実
施期間中のみご使用いただけます。

これらの情報は、パイロット参加申込書を提出いただいた後に送付致し
ます。

１）EDINETコード１）EDINETコード

２）ユーザID２）ユーザID

３）パスワード３）パスワード

４）パイロット・プログラム用URL
（提出者URL、情報公開用URL）

４）パイロット・プログラム用URL
（提出者URL、情報公開用URL）
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４－２．２４－２．２ 書類提出の流れについて書類提出の流れについて

書類提出の操作は、以下のような流れになります。

６．本登録
提出書類データをEDINETに登録（提出）し、公衆縦覧に供します。

（今回のパイロット・プログラムにおいては、公開されません。）

５．内容確認
EDINETに一時登録された提出書類データの内容を確認します。

４．仮登録
提出書類データをEDINETに一時登録します。

３．事前チェック
EDINETへアップロード（送信）した提出書類データのフォーマットチェックを行います。

２．提出書類のアップロード（送信）
作成したHTMLファイルやXBRLデータをEDINETへアップロード（送信）します。

１．ヘッダ作成
府令・様式選択後、提出書類データの書類情報（ヘッダ情報）をEDINET上に作成します。
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４－２．３４－２．３ 提出書類ヘッダ作成について提出書類ヘッダ作成について

提出書類のヘッダ作成を説明します。

１．ヘッダ作

２．提出書類のアップロード（送信）

３．事前チェック

４．仮登録

５．内容確認

６．本登録
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• 提出書類の書類情報（ヘッダ情報）を作成します。

４－２．４４－２．４ 提出書類のヘッダ作成提出書類のヘッダ作成
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４－２．５４－２．５ 提出書類のアップロードから仮登録まで提出書類のアップロードから仮登録まで

提出書類のアップロードから仮登録までを説明します。

１．ヘッダ作成

２．提出書類のアップロード（送信）

３．事前チェック

４．仮登録

５．内容確認

６．本登録
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• 提出書類の詳細を作成します。

４－２．６４－２．６ 提出書類のアップロードから仮登録まで提出書類のアップロードから仮登録まで
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４－３．書類の内容確認４－３．書類の内容確認
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４－３．１４－３．１ 書類提出の内容確認から本登録について書類提出の内容確認から本登録について

提出書類の内容確認について説明します。

１．ヘッダ作成

２．提出書類のアップロード（送信）

３．事前チェック

４．仮登録

５．内容確認

６．本登録
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①有価証券報告書等の
ＸＢＲＬデータを提出

提出者提出者 新ＥＤＩＮＥＴ新ＥＤＩＮＥＴ

提出提出ＸＢＲＬデータ ＸＢＲＬデータ

確認確認

変換

ＨＴＭＬデータ

②②

③ＨＴＭＬデータの表示内容
を確認後、本登録を行う

• 新EDINETでは、XBRLデータから自動で表示用のＨＴＭＬデータを生成

します。

• 提出者は、ＨＴＭＬの表示内容を確認し、本登録を行います。

４－３．２４－３．２ ＸＢＲＬデータの確認（ＸＢＲＬデータの確認（XBRLXBRLから生成されるから生成されるHTMLHTMLについて）について）
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• 確定待ちの書類内容を確認します。

４－３．３４－３．３ 提出書類内容の確認提出書類内容の確認
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• 提出書類の内容が表示されます。

４－３．４４－３．４ 提出書類内容の内容表示提出書類内容の内容表示



- 55 -パイロット・プログラム説明会資料

①
見出し欄：
「区分」「金
額」といった
列の見出し
は表示され
ません。

②罫線：
罫線の引か
れる箇所が
変更になりま
す。

４－３．５４－３．５ ＸＢＲＬデータからＨＴＭＬデータへ変換された財務諸表（１）ＸＢＲＬデータからＨＴＭＬデータへ変換された財務諸表（１）

③事業年度：
各事業年度１列
の表示となりま
す。 ④

合計線等：
XBRLデー

タの設定に
基づき自動
で表示され
ます。

連結貸借対照表

⑤
負数：
負数表示
(ﾏｲﾅｽ記号）

を「△」として
表示します。
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①
項目番号：

表示されま
せん。

③
構成比，百分比：
表示されません。

④
注記番号：

注記番号は、
各期の金額に
それぞれ設定
されます。

②
合併時の
情報：

合併時に被
合併会社情
報を併記す
るような柔軟
な様式の変
更はできま
せん。

４－３．６４－３．６ ＸＢＲＬデータからＨＴＭＬデータへ変換された財務諸表（２）ＸＢＲＬデータからＨＴＭＬデータへ変換された財務諸表（２）

連結貸借対照表
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連結損益計算書

４－３．７４－３．７ ＸＢＲＬデータからＨＴＭＬデータへ変換された財務諸表（３）ＸＢＲＬデータからＨＴＭＬデータへ変換された財務諸表（３）
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連結株主資本等
変動計算書

４－３．８４－３．８ ＸＢＲＬデータからＨＴＭＬデータへ変換された財務諸表（４）ＸＢＲＬデータからＨＴＭＬデータへ変換された財務諸表（４）

表示：

株主資本等
変動計算書
は、縦並び
で表示され
ます。
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連結キャッシュ
フロー計算書

４－３．９４－３．９ ＸＢＲＬデータからＨＴＭＬデータへ変換された財務諸表（５）ＸＢＲＬデータからＨＴＭＬデータへ変換された財務諸表（５）
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４－４．書類提出（本登録）４－４．書類提出（本登録）
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４－４．１４－４．１ 書類提出の本登録について書類提出の本登録について

提出書類の本登録について説明します。

１．ヘッダ作成

２．提出書類のアップロード（送信）

３．事前チェック

４．仮登録

５．内容確認

６．本登録
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• 電子署名なしで提出します（本番システムでは、電子署名を付して提出可能です） 。

４－４．２４－４．２ 提出書類の本登録提出書類の本登録
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４－４．３４－４．３ 提出書類の本登録提出書類の本登録

提出した時点で、情報公開されます。
ただし、パイロット・プログラムでは情報公開はされません。
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５．事務連絡５．事務連絡
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事務局事務局

５－１．パイロット・プログラムの参加申込方法５－１．パイロット・プログラムの参加申込方法

パイロット・プログラムへの申込方法は、以下の通りです。

提出会社提出会社

パイロット・プログラム
参加申込書 記入

パイロット・プログラム
参加申込書 記入

・現行EDINETコード
・会社名
・連絡先担当者所属部署
・連絡先担当者名
・連絡先メールアドレス
・連絡先電話番号 等

・現行EDINETコード
・会社名
・連絡先担当者所属部署
・連絡先担当者名
・連絡先メールアドレス
・連絡先電話番号 等

参加申込書の確認参加申込書の確認

パイロット・システムへ
登録

パイロット・システムへ
登録

利用情報の通知利用情報の通知利用情報の受領利用情報の受領

・ユーザID
・パスワード
・EDINETコード

（パイロット用） 等

・ユーザID
・パスワード
・EDINETコード

（パイロット用） 等

※ 受付期間：平成１９年６月１日（金） ～ 平成１９年７月２７日（金）

※ パイロット・プログラムへの参加は、別途申込みが必要となります

（参加申込書は、６月公開）
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５－２．お問い合わせ先５－２．お問い合わせ先

パイロット・プログラムに関する全般的なお問い合わせは、
以下の通りです。

お問い合わせ
窓口

お問い合わせ
窓口

電子メール電子メール

金融庁 総務企画局 企業開示課
EDINETパイロット・プログラム 事務局

金融庁 総務企画局 企業開示課
EDINETパイロット・プログラム 事務局

general-helpdesk@edinet-pilot.jp general-helpdesk@edinet-pilot.jp 

※ お問い合わせは、「質問票」にご記入の上、電子メールにてお願い致します。

電話によるお問い合わせは、受け付けておりません。

※ 書類の作成、提出等に関する質問は、別途開設するヘルプデスクで受け付けます。

※ ヘルプデスクへのお問い合わせ方法及び連絡先は、パイロット・プログラムに参加

申込みされた方に、お知らせいたします。
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５－３．留意事項５－３．留意事項

パイロット・プログラムにおける留意事項は、以下の通りです。

1. パイロット・プログラムにおける書類の提出は、証券取引法の
規定に基づくものではありません。今回の提出により、証券取
引法に基づく届出・開示義務が免除されるものではありません。

2. パイロット・プログラムは提出書類の内容の正確性、過去に提
出された開示書類との整合性、又、将来提出される開示書類
との整合性について保証を求めるものではありません。

3. 今回提供するEDINETタクソノミ、各種ガイドライン、システム
の機能等は、パイロット・プログラム用のものであり、2008年4
月（予定）以降の新システムにおいては、一部変更となります。
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